
ア ・本人からの 求めによる保有個人データの 開示 ( 法 第 25 条 ) 

( 開示 ) 

法 第二十五条 個人情報取扱事業者は、 本人から、 当該木人が識別される 保有個人テータ 

の開示 ( 当該本人が識別される 保有個人データが 存在しないときにその 旨を知らせるこ 

とを含む。 以下同じ。 ) を 求められたときは、 本人に対し、 政令で定める 方法により、 

遅滞なく、 当該保有個人データを 開示しなけれ ば ならない。 ただし、 開示することによ 

り次の各号のいずれかに 該当する場合は、 その全部又は 一部を開示しないことがで さ 

る 。 

一 本人又は第姉者の 生命、 身体、 財産その他の 権 利利益を害するおそれがあ る場合 

二 当該個人情報取扱事業者の 業務の適正な 実施に著しい 支障を及ぼすおそれがあ る 

場 ぁロ 仝 

三 位の法令に違反することとなる 場合 

2  個人情報取扱事業者は、 前項の規定に 基づき求められた 保有個人データの 全部 叉は 一 

部 は ついて開示しない 旨の決定をしたときほ、 本人に対し、 遅滞なく、 その旨を通知し 

なけれ ば ならない。 

3  他の法令の規定により、 本人に対し第一項本文に 規定する方法に 相当する方法により 

当該本人が識別される 保有個人テータの 全部 X は一部を開示することとされている 場 

含 には、 当該全部 X は一部の保有個人データについては、 同項の規定は、 適用しない。 

( 個人情報取扱事業者が 保有個人データを 開示する方法 ) 

令 第六条 法第二十五条第一項の 政令で定める 方法 は 、 書面の交付による 方法 ( 開示の求 

めを行った者が 同意した方法があ るときは、 当該方法 ) とする。 

CD ) 開示の原則 

医療・介護関係事業者 は 、 本人から、 当該木人が識別される 保有個人データの 開示を 

求められたときは、 本人に対し、 書面の交付による 方法等により、 遅滞なく、 当該保有 

個人テータを 開示しなければならない。 

(2) 開示の例外 

開示することで、 法第 25 条 第 「項の各号のいずれかに 該当する場合 は 、 その全部又 

は一部を開示しないことができる。 具体的事例は 以下のとおりであ る。 

(f タ D) 

・患者・利用者の 状況等について、 家族や患者・ 利用者の関係者が 医療・介護 サービ 

ス 従事者に情報提供を 行っている場合に、 これらの者の 同意を得ずに 患者・利用者 

自身に当該情報を 提供することにより、 患者・利用者と 家族や患者・ 利用者の関係 

者との人間関係が 悪化するなど、 これらの者の 利益を害するおそれがあ る場合 

  症状や予後、 治療経過等について 患者に対して 十分な説明をし 仁 としても、 患者 本 
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人 に重大な心理的影響を 与え、 その後の治療効果等に 悪影響を及ぼす 場合 

米 価 枝の事例への 適用については 個別具体的に 慎重に判断することが 必要であ る。 ま 

た 、 保有個人データであ る診療情報の 開示に当たっては、 「診療情報の 提供等に関す 

る指針」の内容にち 配慮する必要があ る。 

[ 法の規定により 遵守すべき事項等 ] 

・医療，介護関係事業者 は 、 本人から、 当該本人が識別される 保有個人データの 開示を 

求められたときは、 本人に対し、 遅滞なく、 当該保有個人チータを 開示しなけれ ば な 

らない。 また、 当該本人が識別される 保有個人データが 存在しないときにその 旨知 5 

せることとする。 ただし、 開示することに ょ り、 法第 25 条 第 「項の各号のいずれか 

に 該当する場合は、 その全部又は 一部を開示しないことができる。 

  Ⅱ「． に記したとあ り、 例え ぽ 診療録の情報の 中には、 患者の保有個人テータであ っ 

て、 当該診療録を 作成した医師の 保有個人テータで ち あ るという二面性を 持つ部分が 

含まれるものの、 そもそも診療録全体が 患者の保有個人テータであ ることから、 患者 

本人から開示の 求めがあ る場合に、 その二面性があ ることを理由に 全部 X は一部を開 

示しないことはでさない。 ただし、 法第 25 条 第 「項の各号のいずれかに 該当する 場 

合 には、 法に従い、 その全部又は 一部を開示しないことができる。 

  開示の方法は、 書面の交付 叉は 求めを行った 者が同意した 方法による。 

  医療・介護関係事業者は、 求められた保有個人テータの 全部 X は一部 は ついて開示し 

な い 旨を決定したときは、 本人に対し遅滞なく、 その旨を通知しなけれ ば ならない。 

また、 本人に通知する 場合には、 本人に対してその 理由を説明するよ う 努めなければ 

ならない Cmi O. 参照 ) 。 

・他の法令の 規定により、 保有個人テータの 開示について 定めがあ る場合には、 当該法 

令の規定による ち のとする。 

[ その他の事項 ] 

  法定代理人等、 開示の求めを 行い得る者から 開示の求めがあ った場合、 原則として患 

者・利用者本人に 対 し保有個人データの 開示を行う旨の 説明を行った 後、 法定代理人 

等に対して開示を 行うものとする。 

・医療・介護関係事業者は、 保有個人データの 全部又は一部 は ついて開示しない 旨 決定 

した場合、 本人に対するその 理由の説明に 当たっては、 文書により示すことを 基本と 

する。 また、 苦情への対応を 行う体制についても 併せて説明することが 望ましい。 
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8. 訂正及び利用停止 ( 法 第 26 条、 第 27 条 ) 

( 訂正等 ) 

法 第二十六条 個人情報取扱事業者は、 本人から、 当該本人が識別される 保有個人データ 

の内容が事実でないという 理由によって 当該保有個人データの 内容の訂正、 追加又は削 

除 ( 以下この条において「訂正等」という。 ) を求められた 場合には、 その内容の訂正 

等に関して他の 法令の規定により 特別の手続が 定められている 場合を除き、 利用目的の 

達成に必要な 範囲内において、 遅滞なく必要な 調査を行い、 その結果に基づき、 当該保 

有個人データの 内容の訂正等を 行わなけれ ば ならない。 

2  個人情報取扱事業者は、 前項の規定に 基づき求められた 保有個人データの 内容の全部 

若しくは一部 は ついて訂正等を 行ったとき、 叉は 訂正等を行わない 目の決定をしたとき 

は、 本人に対し、 遅滞なく、 その 旨 ( 訂正等を行ったときは、 その内容を含む。 ) を通 

知しなけれ ば ならない。 

( 利用停止等 ) 

法 第二十七条 個人情報取扱事業者 は 、 本人から、 当該本人が識別される 保有個人データ 

が第十六条の 規定に違反して 取り扱われているという 理由 叉は 第十七条の規定に 違反 

して取得されたものであ るという理由によって、 当該保有個人データの 利用の停止又は 

消去 ( 以下この条において「利用停止等」という。 ) を求められた 場合であ って、 その 

求めに理由があ ることが判明したときほ、 違反を是正するために 必要な限度で、 遅滞な 

く 、 当該保有個人データの 利用停止等を 行わなけれ ば ならない。 ただし、 当該保有個人 

データの利用停止等に 多額の費用を 要する場合その 他の利用停止等を 行うことが困難 

な 場合であ って、 本人の権 利利益を保護するため 必要なこれに 代わるべき措置をとると 

きほ、 この限りでない。 

2  個人情報取扱事業者は、 本人から、 当該本人が識別される 保有個人データが 第二十三 

条 第一項の規定に 違反して第三者に 提供されているという 理由によって、 当該保有個人 

データの第姉者への 提供の停止を 求められた場合であ って、 その求めに理由があ ること 

が判明したときは、 遅滞なく、 当該保有個人データの 第三者への提供を 停止しなけれ ば 

ならない。 ただし、 当該保有個人データの 第三者への提供の 停止に多額の 費用を要する 

場合その他の 第三者への提供を 停止することが 困難な場合であ って、 本人の権 利利益を 

保護するため 必要なこれに 代わるべき措置をとるときは、 この限りでない。 

3  個人情報取扱事業者は、 第一項の規定に 基づき求められた 保有個人テータの 全部若し 

くは一部 は ついて利用停止等を 行ったとき苦しくほ 利用停止等を 行わない目の 決定を 

したとき、 又は前項の規定に 基づき求められた 保有個人データの 全部若しくは 一部にっ 

いて第三者への 提供を停止したとき 若しくは第三者への 提供を停止しない 目の決定を 

したときは、 本人に対し、 遅滞なく、 その旨を通天 D しなければならない。 

[ 法の規定により 遵守すべき事項等 ] 

・医療・介護関係事業者 は 、 法第 26 条、 第 27 条 第 「 項 又は第 2 項の規定に基づき、 

本人から、 保有個人データの 訂正等、 利用停止等、 第三者への提供の 停止を求められ 

た場合で、 それらの求めが 適正であ ると認められるときは、 これらの措置を 行わなけ 
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9. 開示等の求めに 応じる手続及び 手数料 ( 法 第 29 条、 第 30 条 ) 

( 開示等の求めに 応じる手続 ) 

法 第二十九条 個人情報取扱事業者 は 、 第二十四条第二項、 第二十五条第一項、 第二十六 

条第一項又は 第二十七条第一項若しくは 第 _: 項の規定による 求め ( 以下この条において 

「開示等の求め」という。 ) に関し、 政令で定めるところにより、 その求めを受け 付け 

る方法を定めることができる。 この場合にあ いて、 本人は、 当該方法に従って、 開示等 

の求めを行わなけれ ば ならない。 

2  個人情報取扱事業者は、 本人に対し、 開示等の求めに 関し、 その対象となる 保有個人 

データを特定するに 足りる事項の 提示を求めることができる。 この場合において、 個人 

情報取扱事業者 は 、 本人が容易かっ 的確に開示等の 求めをすることができるよ う 、 当該 

保有個人データの 特定に資する 情報の提供その 他本人の利便を 考慮した適切な 措置を 

とらなければならない。 

3  開示等の求め ほ 、 政令で定めるところにより、 代理人によってすることができる。 

4  個人情報取扱事業者 は 、 前三項の規定に 基づき開示等の 求めに 府 げる手続を定めるに 

当たっては、 本人に過重な 負担を課するものとならないよう 配慮しなければならない。 

( 手数料 ) 

法 第三十条 個人情報取扱事業者は、 第二十四条第二項の 規定による利用目的の 通知 X は 

第こ十五条第一項の 規定による開示を 求められたときは、 当該措置の実施に 関し、 手数 

料を徴収することができる。 

2  個人情報取扱事業者 は 、 前項の規定により 手数料を徴収する 場合は、 実費を勘案して 

合理的であ ると認められる 範囲内において、 その手数料の 額を定めなけれ ば ならない。 

( 開示等の求めを 受け付ける方法 ) 

令 第七条 法第二十九条第一項の 規定により個人情報取扱事業者が 開示等の求めを 受け 

付ける方法として 定めることができる 事項 は、 次に掲けるとおりとする。 

一 開示等の求めの 申 出先 

二 開示等の求めに 際して提出すぺき 書面 ( 電子的方式、 磁気的方式その 他人の知覚に 

よっては認識することができない 方式で作られる 記録を含む。 ) の様式その他の 開示 

等の求めの方式 

三 開示等の求めをする 者が本人 文は 次条に規定する 代理人であ ることの確認の 方法 

四 法第三十条第一項の 手数料の徴収方法 

( 開示等の求めをすることができる 代理人 ) 

令 第八条 法第二十九条第三項の 規定により開示等の 求めをすることができる 代理人は 、 

次に掲ける代理人とする。 

一 朱成年者 叉は 成年被後見人の 法定代理人 

=  開示等の求めをすることにつき 本人が委任した 代理人 

( 「 ) 開示等を行う 情報の特定 

医療・介護関係事業者は、 本人に対し、 開示等の求めに 関して、 その対象となる 保有 

-33- 



個人テータを 特定するに足りる 事項の提示を 求めることができるが、 この場合には、 本 

人が容易かっ 的確に開示等の 求めをすることができるよ う 、 当該保有個人データの 特定 

に資する情報の 提供その他本人の 利便を考慮した 措置をとらなけれ ば ならない。 

また、 保有個人データの 開示等については、 本人の求めにより、 保有個人テータの 全 

体 又は 一部が対象となるが、 当該本人の保有個人テータが 多岐にねたる、 データ量が膨 

大であ るなど、 全体の開示等が 困難又は ョニ 効率な場合、 医療・介護関係事業者は、 本人 

が 開示等の求めを 行う情報の範囲を 特定するのに 参考となる情報 ( 過去の受診の 状況、 

病態の変化等 ) を提供するなど、 本人の利便を 考慮した支援を 行うちのとする。 

(2) 代理人による 開示等の求め 

保有個人テータの 開示等については、 本人のほか、 ①未成年者又は 成年被後見人の 法 

定 代理人、 ②開示等の求めをすることにっき 本人が委任した 代理人により 行 う ことがで 

きる。 

[ 法の規定により 遵守すべき事項等 ] 

・医療・介護関係事業者は、 保有個人テータの 開示等の求めに 関し、 本人に過重な 負担 

を課すものとならない 範囲において、 以下の事項について、 その求めを受け 付ける 万 

法を定めることができる。 

Ⅲ開示等の求めの 受付 先 

㈹開示等の求めに 際して提出すべき 書面の様式、 その他の開示等の 求めの受付方法 

(9) 開示等の求めをする 者が本人又はその 代理人であ ることの確認の 方法 

田 保有個人テータの 利用目的の通知、 又は保有個人テータの 開示をする際に 徴収す 

る 手数料の徴収方法 

・医療・介護関係事業者は、 本人に対し、 開示等の求めに 関して、 その対象となる 保有 

個人テータを 特定するに足りる 事項の提示を 求めることができるが、 この場合にほ 、 

本人が容易かっ 的確に開示等の 求めをすることができるよ う 、 当該保有個人テータの 

特定に資する 情報の提供その 他木人の利便を 考慮した措置をとらなけれ ば ならない。 

  保有個人テータの 開示等の求めは、 本人のほか、 未成年者又は 成年被後見人の 法定 代 

理人、 当該求めをすることにつき 本人が委任した 代理人によってすることができる。 

  医療・介護関係事業者 は 、 保有個人テータの 利用目的の通知、 又は保有個人データの 

開示を求められたときは、 当該措置の実施に 関し、 手数料を徴収することができ、 そ 

の際には実費を 勘案して合理的であ ると認められる 範囲内において、 手数料の額を 定 

めなけれ ば ならない。 

[ その他の事項 ] 

・医療・介護関係事業者は、 以下の点に留意しっ っ 、 保有個人データの 開示等の手続を 

定めることが 望ましい。 

一 開示等の求めの 方法は書面によることが 望ましいが、 患者・利用者等の 自由な求め 

を阻害しないため、 開示等を求める 理由を要求することは 不適切であ る。 

一 開示等を求める 者が木人 ( 又はその代理人 ) であ ることを確認する。 
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一 開示等の求めがあ った場合、 主治医等の担当スタッフの 意見を聴いた 上で、 速やか 

に保有個人データの 開示等をするか 否か等を決定し、 これを開示の 求めを行った 苦 

に通知する。 

一 保有個人データの 開示に当たり、 法第 25 条 第 「 項 各号に該当する 可能性があ る場 

合には、 開示の可否について 検討するために 設置した検討委員会等において 検討し 

た上で、 速やかに開示の 可否を決定することが 望ましい。 

一 保有個人データの 開示を行う場合には、 日常の医療・ 介護 サー ピス提供への 影響等 

も考慮し、 本人に過重な 負担を課す ち のとならない s93, 囲で、 日時、 場所、 方法等を 

指定することができる。 

・代理人等、 開示の求めを 行い得る者から 開示の求めがあ った場合、 原則として患者， 

利用者本人に 対し保有個人データの 開示を行う旨の 説明を行った 後、 開示の求めを 行 

った者に対して 開示を行うものとする。 

・代理人等からの 求めがあ った場合で、 ①本人による 具体的意思を 把握できない 包括的 

な委任に基づく 請求、 ②開示等の請求が 行われる相当以双に 行われた委任に 基づく請 

求が行われた 場合にほ、 本人への説明に 際し、 開示の求めを 行った者及び 開示する 保 

百個人データの 内容について 十分説明し、 本人の意思を 確認するとと 何に代理人の 求 

めの適正性、 開示の範囲等について 木人の意志を 踏まえた対応を 行うものとする。 
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1 0 ・理由の説明、 苦情対応 ( 法 第 28 条、 第 3 「 条 ) 

( 理由の説明 ) 

法 第二十八条 個人情報取扱事業者は、 第 _ 十四条第姉項、 第二十五条第二項、 第 _ 十六 

条 第 _ 項 又は前条第三項の 規定により、 本人から求められた 措置の全部又は 一部にっ ぃ 

て 、 その措置をとらない 旨を通知する 場合又はその 措置と異なる 措置をとる旨を 通知す 

る場合 は 、 本人に対し、 その理由を説明するよ う 努めなければならない。 

( 個人情報取扱事業者による 苦情の処理 ) 

法 第三十一条 個人情報取扱事業者は、 個人情報の取扱いに 関する苦情の 適切かっ迅速な 

処理に努めなけれ ば ならない。 

2  個人情報取扱事業者は、 前項の目的を 達成するために 必要な体制の 整備に努めなけれ 

ぼ ならない。 

  

  

[ 法の規定により 遵守すべき事項等 ] 

・医療・介護関係事業者は、 本人から求められた 保有個人テータの 利用目的の通知、 開 

示、 訂正等、 利用停止等において、 その措置をとらない 旨又は その措置と異なる 措置 

をとる 旨 本人に通知する 場合は、 本人に対して、 その理由を説明するよ う 努めなけれ 

ば ならない。 

  医療・介護関係事業者は、 個人情報の取扱いに 関する苦情の 適切かっ迅速な 対応に努 

めなけれ ば ならない。 また、 医療・介護関係事業者は、 苦情の適切かっ 迅速な対応を 

行 う にあ たり、 苦情への対応を 行 う 窓口機能等の 整備や苦情への 対応の手順を 定める 

など必要な体制の 整備に努めなけれ 体ならない。 

[ その他の事項 ] 

・医療・介護関係事業者は、 本人に対して 理由を説明する 際には、 文書により示すこと 

を 基本とする。 その際 は 、 苦情への対応を 行う体制についても 併せて説明することが 

望ましい。 

・医療・介護関係事業者は、 患者・利用者等からの 苦情対応にあ たり、 専用の窓口の 設 

置や主治医等の 担当スタッフ 以外の職員による 相談体制を確保するなど、 患者・利用 

者等が相談を 行いやすい環境の 整備に努める。 

・医療・介護関係事業者は、 当該施設における 患者・利用者等からの 苦情への対応を 行 

う 体制等について 院内や事業所内等への 掲示やホームページへの 掲載等を行うことで 

患者・利用者等に 対して周知を 図るととちに、 地方公共団体、 地域の医師会や 国民健 

康保険団体連合会 等 が開設する医療や 介護に関する 相談窓口等についても 患者，利用 

者等に対して 周知することが 望ましい。 
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